
病気休職の取得期間の上限の見直し

　【現行】 　※いずれも同一疾病の場合の取扱いを示す。

　　・　引続く病気休職の期間

　　　→　３年を上限

例１ 3年まで取得可能 取得不可

病気休職

例２ 3年まで取得可能（2年8月） 復職 3年まで取得可能（2年8月） 復職

病気休職 再度の病気休職

例３ 3年まで取得可能(1年8月) 復職 3年まで取得可能（2年8月） 復職

病気休職 再度の病気休職(復職前の病気休職から1年以上経過)

例４ 3年まで取得可能(1年8月) 復職 3年まで取得可能(1年) 復職 3年まで取得可能(1年4月) 復職

病気休職 再度の病気休職 再々度の病気休職

　【見直し後】

　　・　引続く病気休職の期間

　　　→　３年を上限

　　・　病気休職からの復職後，１年以内に同一又は類似の疾病による再度の病気休職の期間

　　　→　復帰前後の病気休職の期間を通算して５年を上限

例１ 3年まで取得可能 取得不可

病気休職

例２ 3年まで取得可能（2年8月） 復職 通算2年4月まで取得可能（2年4月） 取得不可

病気休職 再度の病気休職(1年以内の再取得：通算)

例３ 3年まで取得可能(1年8月) 復職 3年まで取得可能（2年8月） 復職

病気休職 再度の病気休職(1年以上経過：通算しない)

例４ 3年まで取得可能(1年8月) 復職 復職 3年まで取得可能(1年4月) 復職

病気休職 再度の病気休職(1年以内の再取得：通算) 再々度の病気休職(1年以上経過：通算しない)

通算3年4月まで取得可
能(1年)

4月1日

4月1日 4月1日 4月1日

4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日

4月1日4月1日4月1日


